
                
  

電離放射線障害の業務上外に関する検討会開催要綱 

 

 

 

１ 開催目的 

電離放射線に被ばくする業務に従事し、又は従事していた労働者に発生した電離

放射線障害の労災認定に当たっては、昭和５１年１１月８日付け基発第８１０号「電

離放射線に係る疾病の業務上外の認定基準について」（以下、「８１０号通達」と

いう。）に基づき行っているところであるが、８１０号通達において認定基準を定

めていない電離放射線障害等については、都道府県労働局より厚生労働省にりん伺

の上、業務上外の認定を行うこととしている。 

そこで、電離放射線障害に関する最新の医学的知見及び本省りん伺事案に係る業

務上外について検討するため、厚生労働省大臣官房審議官（労災担当）が、電離放

射線障害に精通した専門家に参集を求め、医学上の意見を徴することとする。 

 

２ 検討会の構成等 

 (1) 本検討会は、別紙の医学専門家を参集者とする。 

 (2) 本検討会には、座長をおき、検討会を統括するものとする。 

 (3) 本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼す

ることができるものとする。 

 (4) 本検討会開催中に別途検討すべき事案が生じた場合、本検討会において検討でき

るものとする。 

 

３ その他 

(1)  本検討会は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報

の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定

の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、座長は、本検討会を非公開

とすることができる。 

(2)  参集及び検討会運営に関する庶務は、厚生労働省労働基準局補償課職業病認定対

策室において行う。 

 (3) 本要綱に定めるもののほか、本検討会に関し必要な事項は座長が定める。 

 

附則 本要綱は、平成２１年６月４日から施行する。 

本要綱の一部改正は、平成２６年１０月６日から施行する。 

本要綱の一部改正は、令和７年１２月２２日から施行する。 
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